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（趣旨） 

第１条 この内規は、文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の定める科学研究費補

助金公募要領に基づき、国立大学法人東京大学（以下「本学」という。）における科学研

究費補助金に係る応募資格について必要な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 

第２条 この内規において、「科学研究費補助金」とは、文部科学省及び独立行政法人日本

学術振興会が所掌する科学研究費補助金の研究種目のうち、特別研究員奨励費、研究成

果公開促進費及び奨励研究を除いたものをいう。 
２ この内規において、「部局」とは、東京大学基本組織規則(平成１６年４月１日東大規則

第１号)に規定する附属図書館、文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置か

れる東京カレッジ及び研究機構、学際融合研究施設、全国共同利用施設、連携研究機構、

教育研究部局、医学部附属病院並びに同規則第１３条及び第１８条の規定に基づく室等

をいい、「部局長」とは、その長をいう。 
 
（応募要件） 

第３条 科学研究費補助金の応募資格者は、次のとおりとする。 
(1) 教授、准教授、講師、助教及び助手 

(2) 特定有期雇用教職員及び特定短時間勤務有期雇用教職員（以下「有期雇用教職員」

という。）のうち、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、特任研究員その他本

学の研究活動に従事する者 

(3) 技術職員 

(4) 名誉教授 
(5) 東京大学特別研究員（東京大学特別研究員受入れ実施要項（平成２０年９月１９日

総長裁定）に規定する東京大学特別研究員をいい、外国人特別研究員であるものを除



く。以下同じ。） 
(6) その他総長が認める者 

 

（応募資格の承認等） 
第４条 前条第 2 号から第 5 号までの規定により応募資格の承認を受けようとする者は、

次の各号に定める書類を部局長に提出し、その承認を受けるものとする。 

(1) 有期雇用教職員については、科学研究費補助金に応募しようとする研究課題が雇用

元経費である研究プロジェクト等に直接関連を有する研究課題であることの本人の説

明書 

(2) 競争的資金、共同研究費及び受託研究費等の資金により雇用されている有期雇用教

職員については、当該研究契約の相手方に科学研究費補助金（知的財産権の帰属を含

む。）について確認した文書 

(3) 技術職員については、本人の説明書及び所属する専攻長等の意見書 

(4) 名誉教授については、応募しようとする研究課題について、実際に本学において研

究できる環境にあり研究活動に従事することを確認した文書 

(5)東京大学特別研究員については、応募しようとする研究課題について、実際に本学に

おいて研究できる環境にあり研究活動に従事することを確認した文書 

２ 前条第 6 号の規定により応募資格の承認を受けようとする者は、別に定める様式を部

局長に提出しその確認を得た上で、総長による承認を受けるものとする。 

３ 第１項により提出した書類については、科学研究費補助金の応募書類を提出する際に、

併せて、その写しを提出するものとする。 

 
（異動後の取扱い） 

第５条 前条第１項の規定により応募資格の承認を受けた後に部局を異にして異動した場

合における応募資格については、当該異動先部局長の判断によるものとする。 
 
（発明等の取扱い） 

第６条 本内規により科学研究費補助金の交付を受け行った研究により発生した知的財産

権は、東京大学発明等取扱規則（平成１６年４月１日東大規則第１３０号）その他の規

則により取り扱うものとする。 

２ 第３条第 4号及び第 6号において、本学と職務関連発明につき契約がなされていない者

は、科学研究費補助金に応募する前に、東京大学発明等取扱規則その他の規則に従う旨

を確認した文書を本学に対して提出することとする。 
 
 （事務処理） 
第７条 本内規に関する事務処理は、本部研究資金戦略課において行う。 



 
附 則 
 この内規は、平成１７年度の応募課題から適応する。 
 
附 則 
 この裁定は、平成２２年９月２８日から実施する。 
 
附 則 
 この裁定は、平成２３年１月１日から実施する。 
 
附 則 
この裁定は、平成２５年１０月３日から実施し、改正後の科学研究費補助金の応募資格

に関する内規の規定は、平成２５年９月１日から適用する。 
 
附 則 
 この裁定は、平成２８年４月１日から実施する。 
 
附 則 
１ この裁定は、平成３１年４月１日から実施する。 
２ この裁定の実施の日から平成３３年３月３１日までの間における第２条第２項の規定

の適用については、同項中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一

部を改正する規則（平成３０年４月２６日東大規則第３号）附則別表に掲げる全学セン

ター」とする。 


